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取りまとめ部署
（公共施設マネジメント推進課）
総括監督職員（担当職員含む） 監督職員 施設管理担当者

三田市

各施設（施設所管課） 受注者

緊急修繕等業務フロー（緊急又は至急の場合：人命に関わる事態、施設運営上必要な場合など）

不具合の発⽣ 不具合の発⽣

不具合箇所の連絡

修繕等の実施

応急措置作業報告書 …口頭による報告のほか、事後に書面にて報告
応急措置を実施した場合に報告する。今後の対応について合わせて報告する。

不具合原因の特定
修繕等の(案)作成

修繕等完了
作業完了報告書 提出

作業完了報告書 提出

業務報告書（月間）
業務報告書（月間）

提出

提出

作業完了報告書 …修繕等完了後、速やかに提出
修繕等の実施箇所と修繕費用などを記載し、修繕等完了後の写真などを添付

業務報告書（月間） …修繕等実施月の翌月２0日までに提出
修繕等の実施箇所と修繕費用、施設ごとの予算の執⾏状況などを一覧表に記載

業務報告書（年間）
精算（年１回） 提出

業務報告書（年間） …5月20日までに提出
修繕等の実施箇所と修繕費用、施設ごとの予算の執⾏状況などを一覧表に記載（緊急以外の修繕含む）

応急措置・
現場の安全確認応急措置作業報告書

応急措置作業報告書

提出

提出

報告 人命に関わる事態など

報告確認・修繕依頼 今後の
対応など

連絡受領

必要に応じて現場確認


